
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。（

被
災
し
た
個
人
に
つ
い
て
債
務
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

（
被
災
し
た
個
人
に
つ
い
て
債
務
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

第
三
条
の
五
の
三

法
第
十
一
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十

第
三
条
の
五
の
三

法
第
十
一
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十

八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施

八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施

行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
九
条
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ

行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
九
条
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
個
人
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
又
は
東
日
本
大
震

い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
個
人
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
又
は
東
日
本
大
震

災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
三

年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
一
条
の
三
の
三
の
個
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
掲
げ

の
三
の
個
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
又
は

る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十

行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
五
の
三
第
二
項
の
規
定

号
）
第
三
条
の
五
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
六
条
第
一

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
要

項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
要
件
又
は
東
日
本
大
震
災
の

件
」
と
あ
る
の
は
「
要
件
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
十
二
号
）
第
十
三

三
年
政
令
第
百
十
二
号
）
第
十
三
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
要
件
」
と
す
る
。

条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
要
件
」
と
す
る
。

２

法
第
十
一
条
の
三
の
三
の
債
務
処
理
に
関
す
る
計
画
が
令
第
十
三
条
の
二
の
三
に

２

法
第
十
一
条
の
三
の
三
の
債
務
処
理
に
関
す
る
計
画
が
令
第
十
三
条
の
二
の
三
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
す
る
場
合
に
は
、
第
六
条
第
一
項

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
す
る
場
合
に
は
、
第
六
条
の
二
第

第
一
号
中
「
令
第
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
の
三
の
三
」
と
、

一
項
第
一
号
中
「
令
第
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
の
三
の
三
」

同
項
第
二
号
中
「
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
及
び
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
で
あ

と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
及
び
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者

る
個
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
そ
の
役
員
（
法
人
税
法
（
昭

で
あ
る
個
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
そ
の
役
員
（
法
人
税
法

和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
及

第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
及
び
株
主
等
（
同
条
第
十
四
号
に

び
株
主
等
（
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
株
主
等
を
い
い
、
同
号
に
規
定
す
る
株
主

規
定
す
る
株
主
等
を
い
い
、
同
号
に
規
定
す
る
株
主
等
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
を

等
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
を
含
む
。
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
及
び
」
と

含
む
。
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
及
び
」
と
、
「
当
該
法
人
」
と
あ
る
の
は

、
「
当
該
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
個
人
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

「
当
該
個
人
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

1



（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
三
条
の
七

法
第
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

第
三
条
の
七

法
第
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

法
第
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

２

法
第
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
六
項
に

税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
五
項
に

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第

五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類

五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類

（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当
該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び

（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当
該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び

買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の

買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の

名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る

名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る

者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当

者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在

該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在

地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

３
～
８

省

略

３
～
８

同

上

（
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

（
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
四
条

省

略

第
四
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
第
九
項

３

法
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
三
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
に
関
す
る
登
記
事

で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
に
関
す
る
登
記
事

項
証
明
書
そ
の
他
当
該
買
換
資
産
の
取
得
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

項
証
明
書
そ
の
他
当
該
買
換
資
産
の
取
得
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
被
災
し
た
法
人
に
つ
い
て
債
務
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

（
被
災
し
た
法
人
に
つ
い
て
債
務
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

第
四
条
の
三

法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の

第
四
条
の
三

法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の

二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十

二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
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八
条
の
十
九
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
内
国
法

八
条
の
十
九
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
内
国
法

人
」
と
あ
る
の
は
「
内
国
法
人
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

人
」
と
あ
る
の
は
「
内
国
法
人
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
の
内
国
法
人
」
と
、
同
条
第
三
項

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
の
内
国
法
人
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
者
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一

げ
る
者
」
と
、
「
規
定
す
る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
要
件
又
は
東
日
本
大

号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
規
定
す
る
要
件
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
要
件
又
は
東

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行

四
条
の
三
に
規
定
す
る
要
件
」
と
す
る
。

令
第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
要
件
」
と
す
る
。

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
等
の
適
用
期
間
等
に
係

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
等
の
適
用
期
間
等
に
係

る
特
例
）

る
特
例
）

第
五
条

令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措

第
五
条

令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
市
町
村

置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
市
町
村

長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
従
前
家
屋
等
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
従
前
家

長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
従
前
家
屋
等
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
従
前
家

屋
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
前
増
改
築
等
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

屋
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
前
増
改
築
等
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
証
す

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
証
す

る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
、
従
前
家
屋
等
の
登
記
事
項
証
明
書
、
当
該
被
害

る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
、
従
前
家
屋
等
の
登
記
事
項
証
明
書
、
当
該
被
害

を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し
（
当
該
被
害
を
受
け
た
時
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
そ

を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し
（
当
該
被
害
を
受
け
た
時
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
そ

の
者
の
住
所
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
書
類
で
従
前
家
屋
等
が

の
者
の
住
所
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
書
類
で
従
前
家
屋
等
が

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

３

新
規
住
宅
借
入
金
等
の
金
額
に
つ
き
法
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の

３

新
規
住
宅
借
入
金
等
の
金
額
に
つ
き
法
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の

適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の

各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

は
、
同
項
中
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
」
と
あ
る
の
は
「
東
日

て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
」
と
あ
る
の
は
「
東

本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以

こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項

規
定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
」
と
、
「
に
よ
る
控
除
」
と
あ
る
の
は
「

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
」
と
、
「
に
よ
る
控
除
」
と
あ
る
の
は

の
適
用
」
と
、
「
当
該
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
適
用
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ

「
の
適
用
」
と
、
「
当
該
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
適
用
」
と
、
「
書
類
を
」
と

る
の
は
「
書
類
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特

あ
る
の
は
「
書
類
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条
第

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条

3



一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
第

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
、
「
（
同
条
第
二
十
六
項

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
、
「
（
同
条
第
二
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
（
法
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は

項
」
と
あ
る
の
は
「
（
法
第
四
十
一
条
第
二
十
三
項
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の

「
書
類
及
び
同
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

は
「
書
類
及
び
同
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
租
税

４

第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
租
税

特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供

用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

省

略

５

同

上

６

新
規
増
改
築
等
借
入
金
等
の
金
額
に
つ
き
法
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

６

新
規
増
改
築
等
借
入
金
等
の
金
額
に
つ
き
法
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以

定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以

後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
の
二
第
十
二
項
の
規
定

け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
第
十
二
項
の
規
定
の
適

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
「
同
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
「
同
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の

条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項

三
の
二
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
」

の
」
と
、
「
第
八
項
各
号
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
の

と
、
「
第
九
項
各
号
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
第
十
一

二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

項
各
号
に
掲
げ
る
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個

受
け
た
個
人
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

人
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。

例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三

）
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
」
と

条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
居
住
者
又
は
個
人
」
と
、
「
に
よ

、
「
に
よ
る
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
の
適
用
」
と
、
「
当
該
控
除
」
と
あ
る
の
は
「

る
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
の
適
用
」
と
、
「
当
該
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
適
用

そ
の
適
用
」
と
、
「
第
八
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の

」
と
、
「
第
九
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
十
三
の

二
十
三
の
二
の
二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
四
項
に
お

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
」
と
、
「
」
と
す
る
」
と
あ
る

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
「
同

の
は
「
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三

震
災
特
例
法
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と

条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
、
「
（
同
条
第
二
十

、
「
（
同
条
第
二
十
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
（
法
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
と
、

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
（
法
第
四
十
一
条
第
二
十
三
項
」
と
、
「
第
九
項
各
号
に
定

「
第
八
項
各
号
に
定
め
る
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
の
二

め
る
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
十
三
の
二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る

第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
同
令
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

書
類
及
び
同
令
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
」
と
す
る
。

の
」
と
す
る
」
と
す
る
。
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（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
に
係
る
特
例
）

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
二

令
第
十
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

第
五
条
の
二

令
第
十
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

事
実
は
次
に
掲
げ
る
事
実
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
市

事
実
は
次
に
掲
げ
る
事
実
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
市

町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
第
一
号
に
規
定
す
る
従
前
住
宅
に
係
る
東
日
本
大
震

町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
第
一
号
に
規
定
す
る
従
前
住
宅
に
係
る
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
証
す
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
、

災
に
よ
る
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
証
す
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
、

当
該
従
前
住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書
、
当
該
被
害
を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し
（

当
該
従
前
住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書
、
当
該
被
害
を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し
（

当
該
被
害
を
受
け
た
時
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
を
明
ら
か
に
す
る
も

当
該
被
害
を
受
け
た
時
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
書
類
で
次
に
掲
げ
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
書
類
で
次
に
掲
げ
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
従
前
住
宅
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て

一

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
従
前
住
宅
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て

被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。

（
同
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
令
和
七
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
従
前
住
宅
が

、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示

等
の
対
象
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
）
。

二

省

略

二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
分
又

３

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
分
又

は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
同
日
の
属
す
る
年
が
令
和
四
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の

は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

各
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
項

一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た

に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等
、
買
取
再
販
住
宅
の
取
得
、
認
定
住
宅
等
の
新

日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税

築
等
若
し
く
は
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は

に
つ
き
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
被

る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の

災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同

翌
年
以
後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
法
第
十
三
条
の
二
第

項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十

受
け
た
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け

一
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六

た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」

お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に

と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
条

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
若
し
く
は
令
和
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
令
和
七
年
ま
で

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第

の
各
年
」
と
、
「
場
合
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
六
年
若
し
く
は
令
和
七
年
で

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
条

「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定

5



第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販

に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
」
と
、
「
書
類
を
添
付
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
書
類

認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
」
と
、

の
添
付
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関

「
同
条
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
東
日

す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
添
付
（
同
条
第
四
項

本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
記
載
）
を
し
て
」
と
、
「
同
条
第
一
項

こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第

よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨

は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一

」
と
、
「
を
記
載
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
の
記
載
を
す
る
」
と
、
「
書
類
の
添
付
」

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十

と
あ
る
の
は
「
書
類
の
添
付
及
び
同
令
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
添

三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
」
と
、
「

付
」
と
す
る
。

書
類
を
添
付
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
の
添
付
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
書
類
の
添
付
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項

の
記
載
）
を
し
て
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
あ

る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四

十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
」
と
、
「
を
記
載
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

の
記
載
を
す
る
」
と
、
「
書
類
の
添
付
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
の
添
付
及
び
同
令
第

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
添
付
」
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の

４

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の

各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
、
当
該
翌
年
以
後
の
各
年
が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に

各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
、
当
該
翌
年
以
後
の
各
年
が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
居
住
年
に
該
当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
再
取
得
等
（
租
税
特
別
措

規
定
す
る
居
住
年
に
該
当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
再
取
得
等
（
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

係
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
再
建
住
宅
借
入
金
等
に
つ
き
同
項
の
規

係
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
再
建
住
宅
借
入
金
等
に
つ
き
同
項
の
規

定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
当
該
翌
年
以
後
の
各
年
が
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
居
住
年
に
該

又
は
当
該
翌
年
以
後
の
各
年
が
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
居
住
年
に
該

当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
特
別
特
定
再
取
得
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
特
別
特
定
再
取
得
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十

三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
再
建
特
別
特
定
住
宅
借
入
金
等
に
つ
き
同
項
の
規
定

三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
再
建
特
別
特
定
住
宅
借
入
金
等
に
つ
き
同
項
の
規
定

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
分
の
所
得
税
に
係
る
確
定
申
告
書
に
前
項
の

は
、
当
該
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
分
の
所
得
税
に
係
る
確
定
申
告
書
に
前
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二

十
一
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
こ
と
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類

十
一
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
こ
と
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書

の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

類
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

５

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定

6



一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
被
災
者

の
適
用
を
受
け
た
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
被
災
者
が
租
税
特
別

が
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け

措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別

る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項

同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
令
和
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各

中
「
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第

年
」
と
、
「
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
六
年
若
し
く
は
令
和
七
年
で
あ
り
、
か

六
項
中
「
法
第
四
十
一
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る

つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
条
第
十
項
に

の
は
、
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅

る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
す
る
。

等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
条
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
四
十
一
条
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
若
し
く
は
令
和
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら

令
和
七
年
ま
で
の
各
年
」
と
、
「
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
六
年
若
し
く
は
令

和
七
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得

等
が
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る

買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
条
第
十
三
項

若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
六
条
の
八

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

第
六
条
の
八

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

２

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準

お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣

置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
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の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当

の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当

該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び
買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市

該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び
買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市

街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二

街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二

種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に

種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に

よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当

よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当

該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

３
～
８

省

略

３
～
８

同

上

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た

場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

第
十
四
条
の
二

省

略

第
十
四
条
の
二

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
登
記
簿

に
記
録
さ
れ
た
当
該
家
屋
の
構
造
の
う
ち
建
物
の
主
た
る
部
分
の
構
成
材
料
が
石
造

、
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又

は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
。

４

令
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅

５

同

上

用
家
屋
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
方
法
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
方
法
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が

耐
震
基
準
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
を
い
う

経
過
年
数
基
準
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
過
年
数
基

。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
建
築
さ
れ

準
を
い
う
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
又
は
確
認

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
又
は
確
認
を
受
け
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ

を
受
け
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

る
方
法
）

イ

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
方
法
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が
令
第
二

イ

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
方
法
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が
令
第
二

十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
昭
和
五
十
七
年

十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
経
過
年
数
基
準

一
月
一
日
以
後
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載

に
適
合
す
る
こ
と
が
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
よ
っ
て
明
ら
か

さ
れ
た
事
項
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
住
宅
用
家
屋
が
同
項

で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
住
宅
用
家
屋
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
同
日
以
後
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ

こ
と
又
は
当
該
経
過
年
数
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
提

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

出
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

⑴
・
⑵

省

略

⑴
・
⑵

同

上
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ロ

当
該
住
宅
用
家
屋
が
耐
震
基
準
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

ロ

当
該
住
宅
用
家
屋
が
耐
震
基
準
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規

令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
章
及
び
第
五
章
の
四
の
規
定
又
は
国
土
交
通
大
臣

定
す
る
耐
震
基
準
を
い
う
。
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
旨
を
証

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
基
準
に
限
る

す
る
書
類
で
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
贈
与
税

。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
で
国
土
交
通
大

の
申
告
書
に
添
付
す
る
方
法

臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
方

法

二

災
害
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。
次
項

二

災
害
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。
次
項

第
二
号
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な

第
二
号
、
第
七
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
同
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
住
宅
取
得
等
資
金
（
以
下
こ
の

い
事
情
に
よ
り
同
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
住
宅
取
得
等
資
金
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
住
宅
取
得
等
資
金
」
と
い
う
。
）
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の

条
に
お
い
て
「
住
宅
取
得
等
資
金
」
と
い
う
。
）
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
住
宅
用
家
屋
の
取
得
が
で
き
な
か
っ

属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
住
宅
用
家
屋
の
取
得
が
で
き
な
か
っ

た
場
合

当
該
住
宅
用
家
屋
の
取
得
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
号
に
定
め

た
場
合

当
該
住
宅
用
家
屋
の
取
得
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
号
に
定
め

る
方
法
に
準
じ
て
、
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す

る
方
法
に
準
じ
て
、
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す

る
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
、
当
該
住
宅
用
家
屋

る
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
、
当
該
住
宅
用
家
屋

が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
を

が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
方
法

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
方
法

５

令
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

６

同

上

明
が
さ
れ
た
工
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
工
事
と
す
る
。

一

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

一

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

日
ま
で
に
、
被
災
受
贈
者
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被

日
ま
で
に
、
被
災
受
贈
者
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被

災
受
贈
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い

災
受
贈
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い

る
家
屋
（
次
号
及
び
第
十
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
対
象
家
屋
」
と
い
う

る
家
屋
（
次
号
及
び
第
十
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
対
象
家
屋
」
と
い
う

。
）
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
増
改
築
等
（
次
号
、
次

。
）
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
増
改
築
等
（
次
号
、
次

項
第
三
号
及
び
第
十
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た

項
第
三
号
及
び
第
十
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た

場
合

次
に
掲
げ
る
工
事
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

場
合

次
に
掲
げ
る
工
事
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ
～
チ

省

略

イ
～
チ

同

上

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

日
に
お
い
て
増
改
築
対
象
家
屋
が
第
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
の
完
了
に
準
ず

日
に
お
い
て
増
改
築
対
象
家
屋
が
第
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
の
完
了
に
準
ず

る
状
態
に
あ
る
場
合
又
は
災
害
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま

る
状
態
に
あ
る
場
合
又
は
災
害
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま

で
に
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

当
該
増
改
築
対
象

で
に
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

増
改
築
等
を
し
た

家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
工
事

増
改
築
対
象
家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

の
区
分
に
応
じ
同
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
書
類
を
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与

掲
げ
る
工
事
の
区
分
に
応
じ
同
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
書
類
を
住
宅
取
得
等

9



に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
（
次
項
第
三
号
ロ
及
び
第
十
一
項
第
三
号
に

資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
（
次
項
第
三
号
ロ
及
び
第
十
二

お
い
て
「
増
改
築
適
用
年
分
」
と
い
う
。
）
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税

項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
適
用
年
分
」
と
い
う
。
）
の
贈
与
税
に
係
る
納
税

務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

６

省

略

７

同

上

７

省

略

８

同

上

８

法
第
三
十
八
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
同
項
に

９

法
第
三
十
八
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
同
項
に

規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
用
家
屋
の
取
得
の
日
ま
で
に
同
日
以
後
当
該
要
耐
震
改

規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
用
家
屋
の
取
得
の
日
ま
で
に
同
日
以
後
当
該
要
耐
震
改

修
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
（
同
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
次
項
及
び
第

修
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
（
同
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
次
項
及
び
第

十
一
項
第
二
号
ハ
⑴

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が

十
二
項
第
二
号
ハ
⑴

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
う
申
請
と
す
る
。

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
う
申
請
と
す
る
。

９

省

略

同

上

10

令
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅

令
第
二
十
九
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅

10

11

用
家
屋
は
、
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
四
項

用
家
屋
は
、
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
五
項

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
条
第
十

同

上

11

12

四
項
の
規
定
に
よ
り
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

住
宅
取
得
等
資
金
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
住

一

同

上

宅
用
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
又
は

取
得
の
対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

イ

同

上

五
日
ま
で
に
、
住
宅
用
家
屋
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
新
築
又
は
取
得
を
し
、
当
該
住
宅
用
家
屋
を
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
（
以
下
こ

⑴

同

上

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
適
用
年
分
」
と
い
う
。
）
の
当
該
贈
与
を
し
た

者
に
係
る
贈
与
税
の
課
税
価
格
及
び
贈
与
税
の
額
そ
の
他
の
贈
与
税
の
額
の

計
算
に
関
す
る
明
細
書
で
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
し
た
者
ご
と
に

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の

～

省

略

～

同

上

当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に

当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に

規
定
す
る
住
宅
資
金
非
課
税
限
度
額

規
定
す
る
住
宅
資
金
非
課
税
限
度
額
又
は
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
特
別
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住
宅
資
金
非
課
税
限
度
額

省

略

同

上

⑵
～
⑷

省

略

⑵
～
⑷

同

上

⑸

当
該
住
宅
用
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ
り
当
該
住
宅
用
家
屋
の

⑸

当
該
新
築
又
は
取
得
を
し
た
住
宅
用
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ

新
築
又
は
取
得
と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
土
地

り
当
該
住
宅
用
家
屋
の
新
築
又
は
取
得
と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ

の
上
に
存
す
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
の

て
い
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
得
を
す
る
場
合
に
は
、

地
等
」
と
い
う
。
）
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取

当
該
土
地
等
を
含
む
。
⑹
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
登
記
事
項
証
明
書

得
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
を
含
む
。
⑹
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

（
当
該
住
宅
用
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

す
る
登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項

掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と
が
当
該
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と
が
当
該
登
記
事
項
証

項
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
事
項
証
明
書
及
び
同
項
第

明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
事

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）

項
証
明
書
及
び
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）

⑹

当
該
住
宅
用
家
屋
の
新
築
の
工
事
又
は
取
得
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の

⑹

当
該
住
宅
用
家
屋
の
新
築
又
は
取
得
に
係
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
類
で
当

他
の
書
類
で
当
該
住
宅
用
家
屋
を
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ

該
住
宅
用
家
屋
の
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
事
項
を
明

る
者
以
外
の
者
と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
新
築
を
し
た
こ
と

ら
か
に
す
る
も
の
又
は
そ
の
写
し

又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
か
ら
取
得
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

当
該
住
宅
用
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る

す
る
も
の

住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

当
該
新
築
又
は
取
得
を
し
た
住
宅
用
家
屋

を
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
と
の
請
負
契

約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
新
築
を
し
た
こ
と
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る

者
以
外
の
者
か
ら
取
得
を
し
た
こ
と
及
び
当
該
住
宅
用
家
屋
の
新
築
又
は

取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
た
年
月
日

当
該
住
宅
用
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る

住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

に
定
め
る
事
項
、
当
該
住
宅
用
家
屋
の

新
築
又
は
取
得
に
係
る
対
価
の
額
又
は
費
用
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
額
に

含
ま
れ
る
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
の
合
計
額

ロ

省

略

ロ

同

上

ハ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

ハ

同

上

五
日
に
お
い
て
、
住
宅
用
家
屋
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
に
準
ず
る
状
態
に

あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

当
該
家
屋
の
新
築
の
工
事
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
家
屋

⑵

当
該
家
屋
の
新
築
の
工
事
の
請
負
契
約
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
家
屋
が

が
住
宅
用
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

住
宅
用
家
屋
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
又
は
そ
の
写
し
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⑶
・
⑷

省

略

⑶
・
⑷

同

上

ニ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

ニ

同

上

五
日
ま
で
に
住
宅
用
家
屋
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

新
築
又
は
取
得
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
宅
用
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅

失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
日
ま
で
に
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
住
宅
用

⑵

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
新
築
又

家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に

は
取
得
を
し
た
住
宅
用
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅

よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
被
災
受
贈
者
の

取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

ま
で
に
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
も
の

ホ

省

略

ホ

同

上

二

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
既

二

同

上

存
住
宅
用
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の

取
得
の
対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

イ

同

上

五
日
ま
で
に
、
既
存
住
宅
用
家
屋
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
取
得
を
し
、
当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
を
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ
り
当
該
既
存
住
宅

⑵

当
該
取
得
を
し
た
既
存
住
宅
用
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ
り
当

用
家
屋
の
取
得
と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
取
得

該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
取
得
と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土

を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
を
含
む
。
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

地
等
の
取
得
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
を
含
む
。
⑶
に
お
い
て
同
じ

る
登
記
事
項
証
明
書

。
）
に
関
す
る
登
記
事
項
証
明
書

⑶

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
取
得
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で

⑶

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
取
得
に
係
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
既

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
を
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以

存
住
宅
用
家
屋
の
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
事
項
を
明

外
の
者
か
ら
取
得
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

ら
か
に
す
る
も
の
又
は
そ
の
写
し

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定

す
る
住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

当
該
取
得
を
し
た
既
存
住
宅
用
家
屋

を
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
か
ら
取
得
を

し
た
こ
と
及
び
当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
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た
年
月
日

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

に
定
め
る
事
項
、
当
該
既
存
住
宅

用
家
屋
の
取
得
に
係
る
対
価
の
額
並
び
に
当
該
対
価
の
額
に
含
ま
れ
る
消

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
の
合
計
額

ロ

省

略

ロ

同

上

ハ

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

ハ

同

上

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場

合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

⑴

イ
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

同

上

省

略

同

上

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
別
記

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
別
記

第
五
号
様
式
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
の

第
五
号
様
式
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
書
類
の

写
し
で
同
項
の
申
請
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

写
し
で
同
項
の
申
請
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
に
係
る
第
九
項
に
規
定
す
る
書
類
で
同
項
の
証

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
に
係
る
第
十
項
に
規
定
す
る
書
類
で
同
項
の
証

明
が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

明
が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

⑵

省

略

⑵

同

上

ニ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

ニ

同

上

五
日
ま
で
に
既
存
住
宅
用
家
屋
の
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
取
得
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅

失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
日
ま
で
に
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴
・
⑵

省

略

⑴
・
⑵

同

上

⑶

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
既
存
住

⑶

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
取
得
を

宅
用
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈

し
た
既
存
住
宅
用
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅
取
得

与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
被
災
受
贈

等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で

者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

に
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明

も
の

ら
か
に
す
る
も
の

ホ

省

略

ホ

同

上

三

増
改
築
等
の
対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の

三

同

上

区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

イ

同

上
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五
日
ま
で
に
、
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
を
し
、
当
該
増
改
築
対
象
家
屋

を
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ
り
当
該
増
改
築
等

⑵

当
該
増
改
築
等
を
し
た
増
改
築
対
象
家
屋
（
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
に
よ

と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
土
地
等
の
取
得
を
す
る

り
当
該
増
改
築
等
と
と
も
に
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
土
地

場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
を
含
む
。
）
に
関
す
る
登
記
事
項
証
明
書
（
当
該

等
の
取
得
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
を
含
む
。
）
に
関
す
る
登
記
事

増
改
築
対
象
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を

項
証
明
書
（
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
第
二
号

満
た
す
こ
と
を
当
該
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
よ
っ
て
明
ら

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
当
該
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
事
項
証
明
書
及
び
当
該
増

項
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
事
項
証

改
築
対
象
家
屋
が
同
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

明
書
及
び
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
同
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を

類
）

明
ら
か
に
す
る
書
類
）

⑶

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
の
工
事
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の

⑶

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
に
係
る
工
事
の
請
負
契
約
書
そ
の
他

書
類
で
当
該
増
改
築
等
を
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
増
改
築
等
の
工
事
に
要

の
書
類
で
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に

し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
明
細
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
又
は
そ
の
写
し

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定

す
る
住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

当
該
増
改
築
等
（
当
該
増
改
築
対
象

家
屋
の
増
改
築
等
と
と
も
に
す
る
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
土
地
等
の
取
得
を
含
む
。
）
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲

げ
る
者
以
外
の
者
と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
、
当
該
増
改
築
等
に
係
る
工
事
の
契
約
の
締
結
を
し
た
年
月
日
、
当

該
増
改
築
等
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
年
月
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
工
事
完
了
年
月
日
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
増
改
築
等
に
係
る
工
事

に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
明
細
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工
事
費

用
の
額
等
」
と
い
う
。
）

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
住
宅
用
の
家
屋
で
あ
る
場
合

に
定
め
る
事
項
、
当
該
増
改
築
等

に
係
る
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
当
該
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
の
合
計
額

⑷

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
（
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築

等
と
と
も
に
す
る
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
土
地
等
の
取
得

を
含
む
。
）
の
工
事
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
増
改
築
等
が

令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
と
の
請
負
契
約
そ

の
他
の
契
約
に
基
づ
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
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ロ

省

略

ロ

同

上

ハ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

ハ

同

上

五
日
に
お
い
て
、
増
改
築
対
象
家
屋
が
第
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
の
完
了

に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

イ
⑴
及
び
⑷
に
掲
げ
る
書
類

⑴

イ
⑴
及
び
⑶
（
工
事
完
了
年
月
日
及
び
工
事
費
用
の
額
等
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

⑵

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
の
工
事
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の

⑵

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
に
係
る
工
事
の
請
負
契
約
書
そ
の
他

書
類
で
当
該
工
事
に
よ
り
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二
第

の
書
類
で
当
該
工
事
に
よ
り
当
該
増
改
築
対
象
家
屋
が
令
第
二
十
九
条
の
二

六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

も
の

る
も
の
又
は
そ
の
写
し

⑶

省

略

⑶

同

上

⑷

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
（
当
該
増
改
築
対
象
家

⑷

当
該
増
改
築
等
を
し
た
増
改
築
対
象
家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
（
当

屋
を
当
該
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
時
が
当
該
工
事
が
完
了
し
た

該
増
改
築
対
象
家
屋
を
当
該
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
時
が
当
該

時
後
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
）
は
遅
滞
な
く
イ

工
事
が
完
了
し
た
時
後
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き

⑵
及
び
⑶
に
掲
げ
る
書
類
を
増
改
築
適
用
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の

）
は
遅
滞
な
く
イ
⑵
及
び
⑶
（
工
事
完
了
年
月
日
及
び
工
事
費
用
の
額
等
を

所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

明
ら
か
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
増
改
築
適
用
年
分
の
贈

与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

ニ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十

ニ

同

上

五
日
ま
で
に
増
改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
増

改
築
対
象
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
日
ま
で
に
被
災
受

贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

次
に
掲
げ
る
書

類⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
増
改
築

⑵

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
増
改
築

対
象
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈

等
を
し
た
増
改
築
対
象
家
屋
が
災
害
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
住
宅

与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
被
災
受
贈

取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

ま
で
に
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

も
の

を
明
ら
か
に
す
る
も
の

ホ

災
害
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に

ホ

同

上

よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
増
改
築
対
象
家
屋

の
増
改
築
等
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

イ
⑴
及
び
⑷
に
掲
げ
る
書
類

⑴

イ
⑴
及
び
⑶
（
工
事
完
了
年
月
日
及
び
工
事
費
用
の
額
等
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
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⑵
・
⑶

省

略

⑵
・
⑶

同

上

⑷

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
イ
⑵
及
び

⑷

当
該
増
改
築
等
を
し
た
増
改
築
対
象
家
屋
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅

⑶
に
掲
げ
る
書
類
を
増
改
築
適
用
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税

滞
な
く
イ
⑵
及
び
⑶
（
工
事
完
了
年
月
日
及
び
工
事
費
用
の
額
等
を
明
ら
か

務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
で
、
当
該
工
事
の
完
了
予
定
日
及

に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
増
改
築
適
用
年
分
の
贈
与
税
に

び
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
予
定
時
期
の
記
載
が
あ
る
も
の

係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
で
、
当
該

工
事
の
完
了
予
定
日
及
び
被
災
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
予
定
時
期
の

記
載
が
あ
る
も
の

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
の

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
の

12

13

規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
項

規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
中
「
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
中
「
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定

す
る
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

す
る
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
又
は
更
正
請

替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
又
は
更
正
請

求
書
」
と
、
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
、
第

求
書
」
と
、
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
、
第

五
項
及
び
第
六
項
中
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」

六
項
及
び
第
七
項
中
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」

と
、
前
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の

と
、
前
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
」
と
、
「
贈
与

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
」
と
、
「
贈
与

税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
す
る
。

税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
す
る
。

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
が
法
第

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
が
法
第

13

14

三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
一
項

三
十
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
、
生
年
月
日
及
び
」
と
あ
る

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
、
生
年
月
日
及
び
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
生
年
月
日
、
」
と
、
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
、
当
該
被
災
受
贈

の
は
「
及
び
生
年
月
日
、
」
と
、
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
、
当
該
被
災
受
贈

者
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
新
築
等
を
し
た
住
宅
用
の

者
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
新
築
等
を
し
た
住
宅
用
の

家
屋
を
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他

家
屋
を
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他

の
書
類
で
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

の
書
類
で
令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
」
と
す
る
。

同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
」
と
す
る
。

（
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
農
地
等
を
貸
し
付
け
た
場
合
の
贈
与
税

（
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
農
地
等
を
貸
し
付
け
た
場
合
の
贈
与
税

等
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
の
特
例
）

等
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
の
特
例
）

第
十
四
条
の
二
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

第
十
四
条
の
二
の
二

同

上

に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
七
及
び
第
二
十
三
条
の
八
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
七
第
十
五
項
中
「
法
」
と
あ
る
の

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
七
第
十
五
項
中
「
法
」
と
あ
る
の

は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
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法
律
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

法
律
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条

れ
る
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条

第
十
六
項
中
「
法
第
七
十
条
の
四
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七

第
十
六
項
中
「
法
第
七
十
条
の
四
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七

十
条
の
四
第
八
項
」
と
、
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八

十
条
の
四
第
八
項
」
と
、
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利

条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と

用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る

、
同
条
第
十
七
項
中
「
係
る
法
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
読
替
え
後
の
法
」
と
、
「

の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
、
同
条
第
十
七
項
中

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「

「
係
る
法
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
読
替
え
後
の
法
」
と
、
「
農
用
地
利
用
集
積
計

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
、
同
条
第
十
八
項
第
一
号
中

画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「
農
業
経
営
基
盤
強

「
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条
の
四
第
八
項
」
と
、

化
促
進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の

「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は

二
十
」
と
、
同
条
第
十
八
項
第
一
号
中
「
法
第
七
十
条
の
四
第
十
一
項
」
と
あ
る

「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
、
同
条
第
十
九
項
第
三
号

の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条
の
四
第
十
一
項
」
と
、
「
農
用
地
利
用
集
積
計

中
「
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条
の
四
第
八
項
」
と

画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「
農
業
経
営
基
盤
強

す
る
。

化
促
進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の

二
十
」
と
、
同
条
第
十
九
項
第
三
号
中
「
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え

後
の
法
第
七
十
条
の
四
第
八
項
」
と
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「
農
用
地
利
用
集
積

計
画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
す
る
。

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
八
第
十
項
中
「
は
「
法
」
と
あ
る

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
八
第
十
項
中
「
は
「
法
」
と
あ
る

の
は
「
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

の
は
「
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
法
」
と
い
う
。
）
」
と

適
用
さ
れ
る
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
法
」
と
い
う
。
）
」
と

、
同
条
第
十
一
項
中
「
法
第
七
十
条
の
六
第
十
項
」
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後

、
同
条
第
十
一
項
中
「
法
第
七
十
条
の
六
第
十
項
」
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後

の
法
第
七
十
条
の
六
第
十
項
」
」
と
、
「
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
「
農

の
法
第
七
十
条
の
六
第
十
項
」
」
と
、
「
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
「
農

地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
福

用
地
利
用
集
積
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「

島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
読
み
替
え
る
」
と
、
同
条
第
十

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措

二
項
中
「
は
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
は
「
読
替
え
後
の
法
」
と
、
「
と
、
」
と
あ

置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
読
み
替
え
る
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
は
「
法
」

る
の
は
「
と
、
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
七
項

と
あ
る
の
は
「
は
「
読
替
え
後
の
法
」
と
、
「
と
、
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
「
農

」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
、
」
と
、

用
地
利
用
集
積
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「

同
条
第
十
三
項
中
「
同
条
第
十
項
」
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措

の
六
第
十
項
」
と
、
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第

置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
と
、
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
法
第
七
十
条
の
六
第

七
項
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
」
」
と
、

十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条
の
六
第
十
三
項
」
と
、
「
同

同
条
第
十
四
項
中
「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第
七
十
条
の

条
第
十
項
」
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
項
」
と
、
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」

六
第
十
項
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
十
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」
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
法
第

七
十
条
の
六
第
十
項
」
と
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第
二
十
三
条
の
七
第
二
十
一
項

第
一
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
七
第
二
十
一
項
中
「
農
用
地
利
用
集

積
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」
と
、
同
項
第
一
号
ハ

」
と
す
る
。

（
避
難
解
除
区
域
等
内
の
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
贈
与
税
等
の
納
税
猶
予
及
び

（
避
難
解
除
区
域
等
内
の
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
贈
与
税
等
の
納
税
猶
予
及
び

免
除
の
特
例
）

免
除
の
特
例
）

第
十
四
条
の
二
の
三

法
第
三
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
十
四
条
の
二
の
三

法
第
三
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
十
五
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
十
五
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
が
令
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
三

け
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
が
令
第
二
十
九
の
二
の
三
第
三
項

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
六

六
第
二
十
九
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
法
第
三
十
八
条

第
二
十
九
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
法
第
三
十
八
条
の

の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
譲
渡
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
農
地
等
が

二
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
譲
渡
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
農
地
等
が
所

所
在
す
る
市
町
村
の
長
（
当
該
農
地
等
を
令
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に

在
す
る
市
町
村
の
長
（
当
該
農
地
等
を
令
第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に
掲

掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
の
長

げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
の
長
又

又
は
福
島
県
知
事
）
の
書
類
で
当
該
農
地
等
が
法
第
三
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
に

は
福
島
県
知
事
）
の
書
類
で
当
該
農
地
等
が
法
第
三
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規

規
定
す
る
特
例
対
象
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
及
び
当
該
農
地
等
を
同
項
に
規
定
す

定
す
る
特
例
対
象
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
及
び
当
該
農
地
等
を
同
項
に
規
定
す
る

る
特
例
対
象
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
当
該

特
例
対
象
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
当
該
譲

譲
渡
に
係
る
当
該
農
地
等
の
明
細
及
び
当
該
譲
渡
を
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の

渡
に
係
る
当
該
農
地
等
の
明
細
及
び
当
該
譲
渡
を
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
に

に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

（
法
人
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

法
人
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
財
務
省
令
第
五

十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
同
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

（
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
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所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
六
条
の
八

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

第
六
条
の
八

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ

に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

２

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租

税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

税
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準

お
け
る
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣

置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣

の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当

の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
当

該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び
買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市

該
土
地
等
の
買
取
り
の
年
月
日
及
び
買
取
り
の
対
価
の
額
並
び
に
同
号
の
第
二
種
市

街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二

街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
（
当
該
土
地
等
が
当
該
第
二

種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に

種
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
に
代
わ
っ
て
当
該
施
行
す
る
者
以
外
の
者
に

よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当

よ
り
買
い
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
行
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当

該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

該
買
い
取
っ
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

３
～
８

省

略

３
～
８

同

上

（
連
結
法
人
が
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡

（
連
結
法
人
が
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡

し
た
場
合
の
連
結
所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

し
た
場
合
の
連
結
所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
等
）

第
九
条
の
八

法
第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
（
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
係

第
九
条
の
八

法
第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
（
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
又
は
第

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
又
は
第

六
十
八
条
の
七
十
一
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
八
条
の
七

六
十
八
条
の
七
十
一
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
八
条
の
七

十
第
四
項
（
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
一
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
第
三
項
（
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
一
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

二
十
二
条
の
六
十
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
の
八
第
一
項
各
号
に

二
十
二
条
の
六
十
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
の
八
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

２

法
第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
（
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に

２

法
第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
（
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
又
は
第
六
十
八
条

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
七
十
又
は
第
六
十
八
条
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の
七
十
一
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
第
四
項

の
七
十
一
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
第
三
項

（
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
一
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

（
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
一
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条

の
六
十
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
第
六
条
の
八
第
二
項

の
六
十
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
第
六
条
の
八
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
同
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
同
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

３
～
６

省

略

３
～
６

同

上

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四

条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

20




